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地域の交通の目指す姿
（事業実施の目的・必要性）

　湯河原町は町域の約70％が山林と起伏に富んだ地形であり、路線バスなどの交通機関はＪＲ湯河原駅を起点に運
行されているものの、交通不便地域が多く点在している。
　また、本町の高齢化率は令和７年４月１日現在で43.7％と、年々増加傾向であり、併せて、町の土地の多くは丘陵地
で坂道が多く、高齢者などの交通弱者に対する支援が喫緊な課題である。
　現在、湯河原町と隣接した真鶴町を結ぶコミュニティバスを運行しているが、交通不便地域の解消のため、新たな公
共交通システムとして、平成30年10月１日からデマンド型乗合いタクシー（区域運行型）として予約型乗合い交通「ゆた
ぽん号」の実証運行を開始し、令和元年10月１日から本格運行に移行した。
　近年では、本町を運行する路線バス事業者から退出等意向申出を継続的に受けている状況であり、町民の移動の
足を確保することは、本町にとって喫緊の課題となっており、「ゆたぽん号」は既に移動手段一つとして確立していると
ころである。
　交通不便エリアと駅周辺の公共施設、公園、医院・病院等を直通運行することにより、日常生活に必要な移動手段を
提供し、気軽に、安全に移動できることで、「命の外出」を創出することができ、生活の質を維持することにつながる。
　このため、地域公共交通確保維持事業により、予約型乗合い交通「ゆたぽん号」を維持することで、住民の生活交通
手段を存続させていくことが必要である。
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